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【採用予定日】 

平成３１年２月１日 

【応募資格】 

社会福祉士有資格者 

【募集人数】 

１人 

【勤務地】 

松戸市 福祉長寿部 高齢者支援課 基幹型地域包括支援センター(千葉県松戸市根本３８７の５) 

【仕事の内容】 

高齢者福祉総合相談員 

基幹型地域包括支援センターでの高齢者福祉総合相談業務 

＊原則窓口相談業務 

【雇用形態】 

非常勤職員 

【雇用期間】 

平成３１年２月１日～平成３１年３月３１日＊採用更新制度あり 

【勤務時間】 

週３日勤務 ８：３０～１７：００ 休憩時間１２：１５～１３：００ 実働７．７５時間 

【時間外】 

労働時間の範囲を超える場合は、労働基準法に基づき時間外勤務手当を支給します。 

【賃金形態】 

＜基本賃金＞１，４９０円 

＜通勤費＞通勤経路片道２ｋｍ以上の場合に最低金額分を支給（上限があります） 

＜計算期間＞毎月１日から末日まで 

＜支給日＞翌月２１日（金融機関休業日の場合はその前日） 

【休日・休暇】 

週休日は、日曜日、土曜日及び指定日以外の日とし、休日は、国民の祝日に関する法律に

規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までとします。 

＜休暇＞労働基準法の規定により付与できる場合は採用後に別途通知します。 

【福利厚生】 

 社会保険・雇用保険に加入 

【問い合わせ先】 

松戸市福祉長寿部高齢者支援課基幹型地域包括支援センター☎０４７－３６６－７３４３ 

＜担当＞長島･細田までお電話ください。 

 

 


